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DVD-Video/ROM規格のパテントプールの例(6C)

６Ｃグループ６Ｃグループ
日立製作所，　 ＩＢＭ(2002年6月より加入)，　松下電器産業，

三菱電機，　タイムワーナー，　東芝，　日本ビクター

○プレーヤー、ドライブ、デコーダー、ディスク等の技術に
つき、計２３９の「特許ファミリー」（内容的にひとまとまりと
把握できる単位）の各国特許（延べ７５０件）をプール

○全２３９「特許ファミリー」のうち２０２を日本企業が所有

○国毎の特許権（権利単位）
　・日本国特許１３１件（うち日本企業の特許１２８件）
　・米国特許 ８４件（うち日本企業の特許　６２件）

　　等

6Cパテントプール（一括サブライセンス方式）

特許リストの概要
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（参考１）パテントプール（一括サブライセンス方式）のしくみ

一括サブライセンス方式

特許権者Ａ～Ｚはライセンス管理会社に各自の必須特許を寄託（サブライセンス権付きライセンス）
を付与し、ライセンス管理会社は実施を希望する者（実施者α～χ）にサブライセンスを許諾する
一方、実施者から定められたロイヤリティを徴収してこれを各特許権者に配分

サブライセンス

特許権者
Ａ

特許権者
Ｂ

... 特許権者
Z

特許寄託

ロイヤリティ

ロイヤリティ配分

ライセンス管理会社

実施者
α

実施者
χ

実施者
β

..........
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出願優先年 審査請求年

DVD-Video/ROMの
規格統一(95.12.8)

技術標準関連出願の審査請求は、出願直後ではなく、
規格策定の動きに合わせて行われることが多い

６Ｃ日本特許１２８件の出願日と審査請求時期の関係

※出願優先年：優先権主張を伴う出願
においては優先権主張の年、その他の
出願においては出願年をいう。

出願優先年※

一括ライセンス供
与の開始(99.6.11)

一括ライセンス供
与の合意(97.10.20)
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取得時期別　６Ｃグループ保有日本特許数

一括ライセンス一括ライセンス
供与の合意時点供与の合意時点

（（1997.10.20)1997.10.20)までまで

34件
(27%)

DVDDVD--Video/ROMVideo/ROMのの
規格統一時点規格統一時点

（（1995.12.8)1995.12.8)までまで

18件
(14%)

一括ライセンス一括ライセンス
供与の開始時点供与の開始時点

（（1999.6.11)1999.6.11)までまで

76件
(59%)

　　　　１２８件　　　　　１２８件　

６Ｃグループ６Ｃグループ
　

特許権の取得時期別で見ても、多くは一括ライセンス
供与の合意後、供与開始時点までに取得されたもの
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出願人は審査請求にあたり、早期審査制度を積極的に活用

早期審査の対象案件早期審査の対象案件早期審査の対象案件早期審査の対象案件
①実施関連出願

　　（出願人、審判請求人又はそれらの実施許諾を受けたものが、その発明を実施しているもの）
②外国関連出願
　　（その発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの）
③出願人が、大学、公的研究機関、ＴＬＯ等
④出願人が中小企業又は個人

６Ｃグループ保有日本特許の
早期審査請求の割合

早期審査
請求あり
62.5%

早期審査
請求なし
37.5%

審査請求件数　１２８件のうち、
早期審査申出件数は　８０件

全審査請求に占める早期請求の割合
(2001)年 早期審査

請求あり
1.1%

早期審査
請求なし
98.9%

審査請求件数　２５３，８２６件のうち、
早期審査申出件数は　２，８９５件



7

ＤＶＤ関連特許の審査体制
（早期審査の活用等による迅速な権利付与）

複数の審査室間の複数の審査室間の
案件配分調整案件配分調整

出願人企業出願人企業

連絡・調整

面接の活用面接の活用

・技術説明
・関連する特許出願との
　相互関係の説明

・調査結果の説明
・回避案の説明
・回避案の示唆

特許庁　担当審査室特許庁　担当審査室

実体審査

・速やかな先行技術調査
・調査結果の通知
・更なる面接の検討
・特許／拒絶査定

審査結果への対応

・回避案（補正案）の検討

・更なる面接の検討

早期早期早期早期審査の申請審査の申請審査の申請審査の申請

早期審査案件早期審査案件

最短：約３月最短：約３月
最長：約１年最長：約１年

で結論で結論

代理人代理人
知的財産部知的財産部
発明者発明者

特許庁は技術標準関連出願の審査において、
出願人と緊密な連絡を取りながら迅速に対応
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（参考２）補正制限に係る審査基準の見直し

「願書に最初に添付した明細書又
は図面に記載した事項」（特許法
第１７条の２第３項）
＝補正が認められる範囲

現行審査基準における「直接的か
つ一義的」に導き出せる事項の運
用

補　正

新規事項の
追加＝補正
が認められ
ない

この部分について補正を認めう
るよう運用の弾力化を検討

…基幹的な発明等についての適切な権利確保と可能とす
るとの観点に立ち、…運用の弾力化を検討する必要がある

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について」

（中間取りまとめ）

（※新審査基準については、今後、案がパブリックコメントに付された後、夏頃に公表予定）


